
屋外広告物調査・案内板貼替等業務仕様書 

 

１．目的 

  令和 6年度に改訂を行った観光ルートマップ「さいたま市内半日観光ルート『POP in』」(以

下、半日観光ルート) の情報を市内各所にある観光案内板に反映させ、最新の観光情報に更新

を行う。 

 

２．納品場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 他 

  

３．履行期間 

契約締結日から令和８年３月１３日（金） 

 

４．業務内容 

（１）屋外広告物の点検調査 

後述の貼替業務も考慮し、半日観光ルートで占用している案内看板、観光案内標識、誘導サ

インの規格の再確認及び経年劣化による損傷具合等を確認し、委託者に報告する。 
 
ア 点検者の資格 

点検者は、「さいたま市屋外広告物条例施行規則」第１６条の２に定めるいずれかの資格を

有する者であること。 
 
イ 調査方法 

点検は近接目視とし、腐食、亀裂、変形・破損、ぐらつき、沈下・傾斜、塗装、ID シート・

上張りシートの剥がれや摩耗の状況を調査することとし、必要に応じて、触診、打音等を行う。 
 
ウ 報告項目 
・正面、裏面、側面写真、遠景、脚等 
・設置場所(所在地) 
・規格(本体・表示面)、設計仕様 
点検の結果を踏まえ、損傷の状況を把握し、損傷の有無及びその程度について、点検部位毎及

び損傷内容毎に評価するとともに、対策の要否について、判定を行うこと。 
その他記載事項は受託者と協議の上決定する。 
 
調査対象のサイン一覧は別紙１の通り。 
 

 （２）データの作成・貼替 

   市から提供する素材を基に案内板のデザインを作成し、シート出力・貼替を行う。作成した

データについては、イラストレーター形式及びＰＤＦ形式で作成し、ＤＶＤ－Ｒに保存し電子

データで納品する。 

 



ア 市が支給する素材 

    ・「さいたま市半日観光ルートマップ」のデータ（ＰＤＦデータ） 

    ・説明文（Word） 

    ・写真、イラスト（ＪＰＧ等） 

イ 作業内容 

     ・市が支給した素材を用いて、新たなデザインを以下の仕様のとおりに作成、出力するこ

と。 

 ・表示内容及びレイアウト等は、下記を参考とする。 

https://www.city.saitama.lg.jp/004/001/003/004/p008089_d/fil/tetudou.pdf 

         

（３）案内板表面デザイン作成仕様 

 

サ イ ズ 別紙２参照  

仕  様 ・デザイン・色彩・書体については、「さいたま市公共サインガイドライ

ン」に準拠すること。 

・レイアウトは各看板の規格に応じて作成する。なお、写真は全て差し

替えを行うことを前提とすること。差し替える写真は委託者が提供す

る。 

・印刷は高硬度・高耐久性印刷とし、耐化学薬品性を備えマジック等に

よる汚れも易に落とせるものとする。また、耐候性５年以上のものと

する。 
・貼替時の仕様については別紙２のとおり行う。ただし（１）の看板調

査時に業務遂行上記載の仕様での施工が困難であることが判明した

場合は、委託者と協議の上決定する。 

数量 ９基 

校正 ３回 

納期 履行期間内 

成果品 ・出力した案内ポスター(浦和レッドダイヤモンズルート) 1 部 

・作成した案内板デザインデータをイラストレーター及びＰＤＦとして

保存したＤＶＤ－Ｒ１枚。 

（その他）屋外広告物の調査結果報告書を紙媒体と、データをＤＶＤ－

Ｒに保存し納品する。 

 

５．施工上の注意 
・作業場所は歩道のため、安全には十分注意すること。 
・看板の取り付け工事の際に警察等への許可等が必要な場合は、受託者が行うこと。 

 

６．その他特記事項 

（１）業務前に担当者と打合せを行い、承認を受けること。 

（２）受託者は、契約締結後本業務に関する業務責任者について、書類にて委託者に報告するこ

と。書類の内容については、事前に委託者と協議すること。 

https://www.city.saitama.lg.jp/004/001/003/004/p008089_d/fil/tetudou.pdf


（３）受託者は、市への作業日等の連絡は、十分余裕をもって行い、危害発生の防止を図る

とともに、当該作業に係わる設備の概要、状態等を十分把握する。 

（４）現場等の状況により仕様書の内容と相違が生じる場合は、市と受託者が協議の上、決

定するものとする。 

（５）業務完了後、担当者の検査を受けること。 

（６）著作権は、さいたま市に帰属する。 

（７）納品されたデータは、さいたま市が二次利用することがある。 

（８）受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社

員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるように努めること。 

（９）この仕様書に定めの無い事項については、市と受託者が協議の上、決定するものとす

る。 

 

 

７．発注担当課 

経済局 商工観光部 観光国際課 

 ℡048-829-1365 Fax048-829-1944 

e-mail:kanko-kokusai@city.saitama.lg.jp 

mailto:kanko-kokusai@city.saitama.lg.jp

